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原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
関

係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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が
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る
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政
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等
に
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け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
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（
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成
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六
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令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
七
十
四
号
の
二
を
削
る
。

別
表
第
九
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
十
二
の
二

国
土
交
通
省
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会

附

則

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


